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招集ご通知訂正のお知らせ 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、平成 25 年 3 月 21 日に開催された当社第 21 回定時株主総会の招集ご通知につきまして、誤記が

ございましたので、下記のとおり訂正するとともに、株主の皆様に深くお詫び申し上げます。 

 今後はこのような事象が発生しないよう、再発防止を徹底して参ります。今後とも一層のご愛顧を賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

1. 36 項 監査役会の監査報告書 謄本 

 

訂正前 訂正後 

２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び

定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。 

二 取締役の職務執行に関する不正の行為又

は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。 

三 内部統制システムの整備に関する取締役

会決議の内容は相当であると認めます。ま

た、事業報告に記載のとおり、財務報告に

係る内部統制について重要な欠陥があり

ますが、取締役はその改善に取り組んでお

り、内部統制システムに関する取締役の職

務遂行についても、指摘すべき事項は認め

られません。 

２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び

定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。 

二 取締役の職務執行に関する不正の行為又

は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。 

三 内部統制システムの整備に関する取締役

会決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する取締役

の職務の執行についても、指摘すべき事項

は認められません。 

 



 なお、ご参考までに、訂正後の監査報告書謄本を再掲すると以下の通りです。 

 

 

監 査 報 告 書 

 当監査役会は、平成24年１月１日から平成24年12月31日までの第21期事業年度の取締役の職務の執行に

関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告

いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、

内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、

取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状

況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３

項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制

システム）の状況を監視及び検証いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思

疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当

該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 

 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に

掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書

類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。 

２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。 

二 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ



ません。 

三 内部統制システムの整備に関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人北摂監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

(3) 連結計算書類の監査結果 

   会計監査人北摂監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

 

2. 37 項 第 1 号議案 取締役５名選任の件 高木宏 経歴 

【誤】平成 24 年 9 月 株式会社イザットハウス取締役 就任（現任） 

【正】平成 24 年 9 月 当社取締役就任（現任） 

 

3. 51 項 第 3 号議案 第三者割当による新株式発行の件 ７．募集後の大株主及び持株比率 募集後 

【誤】有限会社 QC インベスターズ 9.0％ 

【正】有限会社 QC インベスターズ 8.8％ 

 

以上 

 


